
《功労者賞表彰規程》 

〈目的〉 

第１条 この規定は、空手道の振興に顕著な功労があった者を表彰し、本県空手道及び生涯武道

の振興に資することを目的とする。 

〈表彰の対象〉 

第２条 表彰は、次の各号いずれかに該当する者に対して行う。 

（１） 本県空手道の振興に功労のあった者 

（２） 指導技術が優秀で選手育成に功労のあった者 

（３） その他表彰委員会で必要と認めた者 

〈表彰を行う者〉 

第３条 表彰は群馬県空手道連盟会長（以下会長という）が行う。 

〈具申の方法〉 

第４条 理事長及び各郡市連盟等は、表彰に該当する者があるときは、指定された期日までに、

具申書に関係書類を１部添えて、会長あてに具申するものとする。 

（１） 推薦書（様式１号） 

〈受賞者の決定〉 

第５条 受賞者は、理事長及び各郡市連盟等からの具申に基づいて表彰委員会に付託し、理事会

の承認を得て会長が決定する。 

〈表彰の期日〉 

第６条 表彰は、１０年毎に行う。ただし、特に会長が必要と認めたときは、随時行うことがで

きる。 

〈表彰の方法〉 

第７条 表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。 

〈その他〉 

第８条 この規程に定めるもののほか、功労者賞の表彰に関して必要な事項は、別に定める。 

２．その他の賞については理事会で決定する。 

附 則  この規約は昭和６０年 ４月１３日 施  行 

平成 ７年１１月１１日 一部改正 

 

 



《功労者賞表彰細則》 

表彰規程によるもののほか、次のように定める。 

１． 功労者賞の名称及び規準を次のように定める。 

（１） 最高栄誉賞：本連盟の役員等として、継続して４０年以上本連盟の活動・運営に 

       貢献した者 

（２） 特別栄誉賞：本連盟の役員等として、継続して３５年以上本連盟の活動・運営に 

貢献した者 

（３） 栄 誉 賞：本連盟の役員等として、継続して３０年以上本連盟の活動・運営に 

貢献した者 

（４） 特別功績賞：本連盟の役員等として、継続して２５年以上本連盟の活動・運営に 

貢献した者 

（５） 功 績  賞：本連盟の役員等として、継続して２０年以上本連盟の活動・運営に 

貢献した者 

（６） 特別功労賞：本連盟の役員等として、継続して１５年以上本連盟の活動・運営に 

   貢献した者 

（７） 功 労 賞：本連盟の役員等として、継続して１０年以上本連盟の活動・運営に 

貢献した者。 

（役員とは、会長・副会長・顧問・理事・監事等をいう。） 

２． 表彰委員会とは、常任理事会をいう。 

３． その他、必要な事項は理事会で決定する。 

 

附 則  本細則は、平成１７年１０月１日 一部改正 

     本細則は、令和８年２月２１日 一部改正（令和７年１２月２１日適用） 


